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『法務省』の名称等をかたった 

架空請求詐欺にご注意ください！ 
 

【今回のケース】 

昨日、１２月１１日（月）夕方、法務省をかたり、「消費料金に関

する訴訟最終告知」、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお

知らせ」などと題し、「民事訴訟の取り下げの相談に乗る」等と書か

れたはがきが会員事業所に届きました。 

差出人は、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管

轄支局 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 訴訟管理事務局

センター」などと記載されていますが、これらの団体と法務省とは

一切関係がありません。 

文面には、財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあお

り、本人からの連絡を求める内容になっています。 

はがきに書かれている電話番号に連絡をすると弁護士等の紹

介費用と称し金銭を要求されるといった可能性があります。 
 

対処方法は、はがきに書かれている電話番号には

絶対に電話せず、無視することが一番です。

何かございましたら当所までご連絡ください。 
 

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL 0256-52-1740（担当／山本・大橋）まで 
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